
ドローン情報基盤システム2.0（飛行許可承認申請機能）＜通称：DIPS2.0＞における
操縦者情報編集時の発行団体コード・講習団体コード入力箇所

こちらに発行団体コードを入力して検索

こちらに講習団体コードを入力して検索

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 取扱注意

航空局HP「無人航空機の飛行許可・承認手続」ページのHP掲載講習団体
関連項目へ遷移します。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#private-school

申請者が”3.機体の種類”、”4.飛行の区分”、
”5.技能認証番号”、”6.発行日”に入力した
内容は、管理団体又は講習団体よりDIPSに
登録頂いている技能認証情報(CSV)データ
ベースと照合されます。
“7.技能認証 証明書”は各団体様より航空局
へご提示頂いている証明書様式と合致して
いるか照合されます。

DIPS2.0 操作画面

【操縦者技能証明とは】
無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有する
ことの証明として国土交通省が発行するライセンスです。
民間事業者様が発行する技能認証とは異なります。


